
道路運送車両法施行規則

１．案内情報

①手続き名 ：検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車の型
式認定申請

②手続根拠 ：道路運送車両法施行規則第６２条の３第１項
③手続対象者 ：検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車（以

下「検査対象外軽自動車等」という ） の製作者又はその者と。
販売契約を結んでいる者

④提出時期 ：検査対象外軽自動車等の型式認定を取得しようとする時
⑤提出方法 ：申請書様式に必要事項を記載のうえ下記添付書類とともに、住

所又は所在地を管轄する地方運輸局整備部車両課へ提出してく
ださい。ただし、農耕作業用の小型特殊自動車は国土交通省自
動車交通局技術安全部審査課へ提出してください。

⑥手数料 ：なし

⑦添付書類 ：道路運送車両法施行規則第６２条の３第３項。なお、当該型式
の検査対象外軽自動車等を提示してください。

⑧申請書様式 ：局長通達（下記の相談窓口へお問い合わせください ）。
⑨記載要領・記載例：下記の相談窓口へお問い合わせください。

２．窓口相談
①提出先 ：

国土交通省自動車交通局技術安全部審査課

（ ）０３－５２５３－８１１１ 内４２－３１３
北海道運輸局整備部車両課 ０１１－２９０－２７５３
東北運輸局整備部車両課 ０２２－２９９－８８５５
新潟運輸局整備部車両課 ０２５－２４４－５５５４

関東運輸局整備部車両課 ０４５－２１１－７２５５
中部運輸局整備部車両課 ０５２－９５２－８０４３
近畿運輸局整備部車両課 ０６－６９４９－６４５２
中国運輸局整備部車両課 ０８２－２２８－９１４１

四国運輸局整備部車両課 ０８７８－３５－６３７０
九州運輸局整備部車両課 ０９２－４７２－２５３９
沖縄総合事務局運輸部陸運第２課 ０９８８－６２－１４５３

②受付窓口：提出先へお問い合わせください。

③相談窓口：提出先へお問い合わせください。

３．手続情報

①審査基準 ：道路運送車両法施行規則第６２条の３第３項
②標準処理期間：受付日から６０日
③不服申立方法： 行政不服審査法の規定による）（


